
岐
保

認
五

八 指
定
番
号 第

六

百

九

十

五

号

令

和

八

年

六

月

十

九

日

工
芸

技
術

種
目

黄
瀬
戸

名

称

黄
瀬
戸
は
、
瀬
戸
黒
、
志
野
、

織
部
と
と
も
に
桃
山
時
代
に
花

開
い
た
、
美
濃
を
代
表
す
る
や

き
も
の
で
あ
る
。

林
恭
助
氏
は
、
長
き
に
わ
た

り
黄
瀬
戸
の
伝
統
的
な
技
法
を

極
め
る
だ
け
で
な
く
、
現
代
の

黄
瀬
戸
を
ど
う
作
り
上
げ
る
か

と
い
う
研
究
を
重
ね
て
き
た
。

そ
し
て
、
黄
瀬
戸
の
伝
統
的
な

特
徴
を
大
切
に
し
な
が
ら
も
、

さ
ら
に
斬
新
な
施
釉
技
術
を
取

り
入
れ
、
自
然
で
優
美
な
表
現

を
追
求
し
、
独
自
の
黄
瀬
戸
の

世
界
を
創
出
し
て
い
る
。

内

容

林

恭
助

保

持

者 (

金
曜
日)

土
岐
市
泉
町

住

所

目

次

告

示

○
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
及
び
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の

保
持
者
の
認
定

(

文
化
伝
承
課)

二
五
五
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

森
林
保
全
課)

二
五
六

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(

同

)

二
五
六

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

二
五
七

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
改
正

(
選
挙
管
理
委
員
会)

二
五
七

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
等

(
同

)

二
五
七

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
指
定
の
取
消
し

(

同

)

二
五
八

公

示

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

(

農
地
整
備
課)
二
五
九

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

特
別
支
援
教
育
課)
二
六
〇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

二
六
一

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

同

)

二
六
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
二
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
の

保
持
者
の
認
定
を
次
の
よ
う
に
行
う
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
重
要
無
形
文
化
財
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
六
月
十
九
日



岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
三
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
坂
下
字
保
ケ
山
一
八
五
八
・
一
九
〇
九(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。)

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

森
林
保
全
課
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
田
瀬
字
矢
平
一
四
四
五
の
七(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
一
四
八
三
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

森
林
保
全
課
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

高
山
市
高
根
町
日
和
田
字
幕
岩
下
一
七
三
九
の
七(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
六
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦

第
十
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(

代
決)

第
十
条
の
二

委
員
長
が
不
在
の
と
き
は
、
書
記
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

代
決
の
特
例)

第
十
条
の
三

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
要
又
は
異
例
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
代
決
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
処
理
の
方
針
を
指
示
さ
れ
た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

後
閲)

第
十
条
の
四

代
決
し
た
事
務
で
閲
覧
を
要
す
る
と
認
め
た
も
の
は
、
代
決
者
に
お
い
て
、
委
員
長
の

閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
六
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
等
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦

１
指
定
し
た
施
設

２
名
称
を
変
更
し
た
施
設
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

二
百
五
十

六
号

路
線
名

岐
阜
市
大
宮
町
一
丁
目
一
番

一
地
先
か
ら

同

市
堤
外
長
良
川
左
岸
堤

防
敷
地
先(

三
七
八
番
二
の

一)

ま
で

区

間

Ａ
後

Ｂ
前
Ａ

区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･��･�〜�･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･���･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

本
巣
市

市
町
村
名

関
市

市
町
村
名

本
巣
市
ぬ
く
も
り
の
里
い
き
い
き
セ
ン

タ
ー
い
き
い
き
ホ
ー
ル

変
更

後
の

名
称

ア
ピ
セ
・
関

・
第
１
会
議
室

・
第
１
研
修
室

施
設

の
名

称

関
市
平
和
通
７
丁
目
５
番
地
１

所
在

地

本
巣
市
糸
貫
ぬ
く
も
り
の
里
糸
貫
い
き

い
き
セ
ン
タ
ー
い
き
い
き
ホ
ー
ル

変
更

前
の

名
称 60人
40人

収
容
人
員



３
指
定
を
取
り
消
し
た
施
設

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
定
の
取

消
し
を
し
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦
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関
市

市
町
村
名

関
市
洞
戸
片
集
会
場

関
市
関
ノ
上
東
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
関
川
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
東
新
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
桜
台
西
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
桜
台
中
央
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
津
保
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
天
神
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
四
季
の
台
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
十
三
塚
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
元
重
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
重
竹
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
新
田
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
平
賀
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
柳
町
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
寺
田
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
岩
下
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
東
山
公
民
セ
ン
タ
ー

関
市
東
部
公
民
セ
ン
タ
ー

施
設

の
名

称

関
市
洞
戸
片
147番

地
１

関
市
関
ノ
上
３
丁
目
７
番
８
号

関
市
桜
本
町
２
丁
目
30番
地
１

関
市
東
新
町
３
丁
目
187番

地

関
市
桜
台
１
丁
目
１
番
11号

関
市
桜
台
２
丁
目
12番
１
号

関
市
西
欠
ノ
下
73番
地
２

関
市
北
天
神
３
丁
目
２
番
１
号

関
市
倉
知
2924番

地
151

関
市
山
王
通
１
丁
目
７
番
５
号

関
市
元
重
町
10番
地
１

関
市
下
有
知
757番

地
１

関
市
小
瀬
1380番

地

関
市
平
賀
町
３
丁
目
48番
地

関
市
柳
町
11番
地

関
市
寺
田
２
丁
目
７
番
４
号

関
市
市
平
賀
471番

地

関
市
東
山
２
丁
目
２
番
１
号

関
市
平
賀
町
１
丁
目
18番
地

所
在

地

本
巣
市
本
巣
市
糸
貫
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

大
会
議
室

関
市
上
之
保
船
山
集
会
場

関
市
中
之
保
大
城
集
会
場

関
市
中
之
保
小
宮
集
会
場

関
市
中
之
保
乙
亀
集
会
場

関
市
中
之
保
寺
田
集
会
場

関
市
中
之
保
久
須
集
会
場

関
市
富
之
保
岩
山
崎
集
会
場

関
市
富
之
保
武
儀
倉
集
会
場

関
市
板
取
田
口
集
会
場

関
市
板
取
岩
本
集
会
場

関
市
板
取
門
原
集
会
場

関
市
板
取
白
谷
集
会
場

関
市
洞
戸
通
元
寺
集
会
場

本
巣
市
三
橋
1101番

地
６

関
市
上
之
保
3295番

地
１

関
市
中
之
保
122番

地
４

関
市
中
之
保
6261番

地
１

関
市
中
之
保
5009番

地
１

関
市
中
之
保
3018番

地
１

関
市
中
之
保
1151番

地
１

関
市
富
之
保
2843番

地
１

関
市
富
之
保
4412番

地
１

関
市
板
取
3345番

地

関
市
板
取
1673番

地

関
市
板
取
5408番

地

関
市
板
取
281番

地

関
市
洞
戸
通
元
寺
196番

地
１



指
定
を
取
り
消
す
施
設
の
名
称
等

公

示

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
十
八
条
第
九

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
適
当

と
決
定
し
た
の
で
、
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
し
、
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
に
関
係
の
あ
る
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
定
着
す
る
物
件
の
所
有
者
、
当

該
土
地
改
良
事
業
に
関
係
の
あ
る
水
面
に
つ
き
漁
業
権
又
は
入
漁
権
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
土

地
、
物
件
又
は
権
利
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
で
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
適
当
と
し
た

決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て

異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
名

真
桑
方
井
水
土
地
改
良
区

二

施
行
に
係
る
地
区
名

真
桑
方
井
水
土
地
改
良
区

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

四

縦
覧
期
間

令
和
八
年
六
月
十
九
日
か
ら

令
和
八
年
七
月
九
日
ま
で

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
十
八
条
第
九

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
適
当

と
決
定
し
た
の
で
、
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
し
、
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
に
関
係
の
あ
る
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
定
着
す
る
物
件
の
所
有
者
、
当

該
土
地
改
良
事
業
に
関
係
の
あ
る
水
面
に
つ
き
漁
業
権
又
は
入
漁
権
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
土

地
、
物
件
又
は
権
利
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
で
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
適
当
と
し
た

決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て

異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
名

真
桑
井
水
土
地
改
良
区

二

施
行
に
係
る
地
区
名

真
桑
井
水
土
地
改
良
区

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

四

縦
覧
期
間

令
和
八
年
六
月
十
九
日
か
ら

令
和
八
年
七
月
九
日
ま
で
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岐
阜
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
東
濃

中
部
医
療
セ
ン
タ
ー
東
濃
厚
生
病
院

名
称

瑞
浪
市
土
岐
町
76―
１

所
在

地



○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
十
八
条
第
九

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
適
当

と
決
定
し
た
の
で
、
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
し
、
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
に
関
係
の
あ
る
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
定
着
す
る
物
件
の
所
有
者
、
当

該
土
地
改
良
事
業
に
関
係
の
あ
る
水
面
に
つ
き
漁
業
権
又
は
入
漁
権
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
土

地
、
物
件
又
は
権
利
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
で
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
適
当
と
し
た

決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て

異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
名

政
田
井
水
土
地
改
良
区

二

施
行
に
係
る
地
区
名

政
田
井
水
土
地
改
良
区

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

四

縦
覧
期
間

令
和
八
年
六
月
十
九
日
か
ら

令
和
八
年
七
月
九
日
ま
で

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
四
十
八
条
第
九

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
適
当

と
決
定
し
た
の
で
、
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
し
、
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
に
関
係
の
あ
る
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
定
着
す
る
物
件
の
所
有
者
、
当

該
土
地
改
良
事
業
に
関
係
の
あ
る
水
面
に
つ
き
漁
業
権
又
は
入
漁
権
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
ら
の
土

地
、
物
件
又
は
権
利
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
で
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
適
当
と
し
た

決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て

異
議
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
名

菱
野
川
土
地
改
良
区

二

施
行
に
係
る
地
区
名

菱
野
川
土
地
改
良
区

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

四

縦
覧
期
間

令
和
八
年
六
月
十
九
日
か
ら

令
和
八
年
七
月
九
日
ま
で

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
特
別
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
(中
型
)
４
台

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
２
第
１
項
第

５
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
８
年
５
月
１
日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
六
条
大
溝
一
丁
目
７
番
１
号
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い
す
ゞ
自
動
車
中
部
株
式
会
社
岐
阜
支
社

支
社
長
伊
藤
督
久

６
契
約
金
額
109,420,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
特
別
支
援
教
育
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

西
輪
中
土

地
改
良
区

令
和�･�･��
理
事

渡

邉

賢

二

海
津
市
南
濃
町
吉
田

一
五
〇
七
番
地

同

伊

藤

喜�
同

松
山

二
三
〇
番
地
二

同

白

木

清

盟

同

太
田

二
三
六
番
地

同

鈴

木

満

治

同

太
田

三
一
三
番
地

同

伊

藤

千

秋

同

吉
田

一
〇
七
四
番
地
四

同

春

日

一

秀

同

松
山

一
七
九
八
番
地

同

水

谷

恒

同

境

二
五
五
一
番
地

同

水

谷

稔

同

境

一
四
二
〇
番
地
一

監
事

代

田

健

三

同

松
山

一
七
〇
一
番
地

同

岡

田

実

同

吉
田

一
五
八
八
番
地
九

同

木

村

元

康

同

吉
田

一
五
七
二
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

西
輪
中
土

地
改
良
区

令
和�･�･�
理
事

伊

藤

宗

男

海
津
市
南
濃
町
吉
田

一
五
八
八
番
地
八

同

伊

藤

喜�
同

松
山

二
三
〇
番
地
二

同

水

谷

孝

文

同

太
田

九
五
〇
番
地
二

同

鈴

木

満

治

同

太
田

三
一
三
番
地

同

水

谷

誠

同

吉
田

一
六
一
九
番
地

同

服

部

良

幸

同

松
山

一
八
四
八
番
地
二

同

伊

藤

忠

尚

同

境

二
五
九
二
番
地

同

水

谷

稔

同

境

一
四
二
〇
番
地
一

監
事

松

永

明�
同

松
山

一
六
一
九
番
地

同

水

谷

吉

成

同

吉
田

二
二
〇
番
地

同

飯

田

多
加
弘

同

境

二
六
番
地

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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神

戸

町

南

部

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和

八
・

六
・

五

認

可

年

月

日
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